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I叢説】

清末各省調査局について

一一基礎情報の整理と紹介一一

西英昭

I：はじめに

清末中国で慣習調査が行われたことはすでに多くの研究がこれを指摘しており、筆者自

身もこれを分析したことがあるω。そこでは清末における慣習調査につき誠査局と修訂法

律館の二系統が存在する事を指摘しておいたが、行論の中心が『民商事習慣調査報告録』

の氏素性の解明という点にあったこともあり、清末の調査局なる機関については当時知り

得た情報を初歩的に整理するに止まった。

調査局の手になる慣習調査の報告書は『民商事習f馬周査報告録』に比べてあまり利用さ

れてこなかった。なぜならこの清末の慣習調査自体、その実態が不明であり、認査報告書

の所在も十分に明らかではなかったためである。さらに、その報告書自体にも利用を限む

大きな問題があった。即ち、その報告書群の中には、調査報告ではなく調査問題を列記し

たのみのものも多く含まれ、これでは当事者が何を調べようとしたのかは判明しでも、そ

れに対する諦査の回答はそこからは読み取れないということになる。また残存する報告書

はその対象地域もばらばらで、例えばどこかー箇所に就いて県から省までの各段階のもの

が凡て揃っているというような例が見出せなかったということも、この史料の利用を困難

にしていた。

その後間拙稿を中国語訳位）する擦に、調査局について得られた情報を増補して発表した

が、中国語でありかっ思内では比較的入手し辛い媒体に掲載したため、広くその情報が共

有されるには到らなかった。また後の調査で新たに様々な情報が判明したこともあり、今

回これらをまとめて一編とし紹介することとした。読者にその都度！日稿の参照を強いるの

は不便であるため、！日稿において紹介した調査局関連の情報も再掲して一括しておくこと

にしたし、。従って一部！日稿のテキストと重複する箆所が登場するが、諒とされたい。

E：調査局をめぐる情報の整理と紹介

清朝が各省に調査局なる部局を設けて慣習調査を行う発端となったのは、光緒 33年 9

月 16日の f憲政編査館大臣奨励等請筋令各省設立調査局並線事章程摺jとみられる（3）。問

摺には詳細な緋事章程が付されている。一端を引用する。
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第一線各章熔設調査局一所専任匡館一切調査事件続本省督撫管理主持

第二｛康調査局態設法市IJ統計雨科分掌各事

第三係法制科分設三股知左

第一股掌調査本省一切決情風俗並所属地方紳士線事奥民事商事及訴訟事之各習慣

第二殺掌調査本省督撫権限内之各項軍行法及行政規章

第三股掌調査本省、行政上之沿習及其荊j弊

ここで掲げられる調査の分類項目が現存する調査報告書のものと同一であることから、

この摺により調査が実際に開始されたことが見て取れる。同摺はまた調査目的につきド
イ

ツの法制局を引き合いに出し、

革主徳閣法制局、中央或設本部、各邦復立支部一司、麓定一任審査、故所定法規施行無問
。中国麗域

廃家、風俗不幸害、雄図家之政令、初無不問、市社舎之情形或多岐異ロ現在主悼法必各省分任
誠査之賛、

庶幾民宜土｛谷洞悉廓遣。将来考核各種法案、使館得有所挨依、始免雨相t~

と述べて法典編纂のみならずそれを全国に行う際の行政上の問題をも考慮に入れた調賓

の必要を示唆している。調査項目に民情風俗、地方紳士灘事などの分類が立っているの
は

その表れとも理解し得る叫この摺を発端とし、早いところでは光絡33年 12月から（
5）、

それ以外も概ね光緒 34年にかけて、調査局が！順次設立されていったことが関連上奏文
や

各省調査局の公績から判明する。

こうした誠査局が慣習調査を行うに当つての具体的な調査項目については各調査局の起

草に任され、憲政編査館に送られて審査を経て館より必要な指示が与えられていたよう
で

ある。調査照題の起草過程について具体的な動向を伝える史料に『江西調査局公鏑輯要
J

がある。そこでは、

調査民事官僚略例

日本法学博士岡松参太郎有言、支那止有刑法行政法、民事則一｛壬其習慣、官府不以法相
干渉、比其

言殆中於↑青安者失。 ー（中略） ー方今朝廷方集日本諸法家訂民法、顧吾｛谷恒謂財債講師故
不関重婆、又

有清官難問家事之諺、日本民法以財産親族震南大端、員I］皆問後細故及家事之類也、日本間
去本塁ヨ事立

規線、分禰悉然、就中有軍需彼間殊俗語I］制級事、震諸夏之所無、又術語方言、多震吾俗所
弗n命、不省議

行51媛、抜本間松氏蒼説、用財産身分分部標奉大綱、分)Ji］如左

とされており、『台湾私法』でも名高い岡松の名前を直接に引用する史料として注目でき

ょう。調査の現場では、調査自体の指針・経験がないとしづ状態の中で、如何にして実
り

多い結果を挙げるか、としづ切実な問題があったものと思われる。そこで一つの方法と
し
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て日本法の枠組みが用いられたとしても不，思議ではなかろう。そのほか広東調査局は自身

の調査問題の来源につき「依拠現行之法律並｛方照直隷岡江山東之郷法擬定締自Jと述べ（＠、

また広東調査局が依拠した山東調査局は統計庭の部分について湖北調査局の例に倣ったこ

とを記している（7）。

また調査を行う人材の育成に関してもかなり早い段階からの措置を見ることができる。

局を取りまとめる線灘について日本留学経験者をも含めた、近代法制に長けた人材を充て

ることがしばしば行われており、また実際の調査に携わる人員について、同時期に展開し

ていた法政学堂の卒業生や地方自治局付設の調査員養成会に注目する上奏（副もあり、自前

での養成を建言するものもあるω）。問題の作成については各省相互間、また中央の憲政編

査館との聞で人材交流が行われていたことも窺える。例えば安徽巡撫が知府を憲政1編査結

に派遣し憲政についての知識を学ばせようとしている様も報告されている（ゆ。

各調査局からの史料では、その運営に関する様々な具体的問題の存在を窺うことができ

る。中でも相当悩みの種で、あったのが設立・運営経裂’の捻出で、あったようである。また地

方によっては依拠すべき文献が少ない（11）、ないしはその貴重な文献が兵火に係り焼失して

いる（12）等の様相が伝わってくる場合もある。

様々な条件が次々と出来する中でともかくも調査は行われ、報告書が北京へと送られた

ことで、現在の我々もそれを自にする事ができるわけである。中でも広東調査局について

は、中央での調査局章程よりもはるかに詳細な難事章程・衝名表を持ち（13）、その報告書の

編纂過程について、回答のあった地域名を具体的に挙げる史料（！叫など、今後我々が報告書

を利用するにあたって参考となる情報が多く残されている。

以上、清末において他機関とも平行しながら慣習調査を行った調査局で、あるが、大変興

味深いことに、これが清末の最末期には撤収されていたことがわかる。宣統 3年3月 15

日論旨には「擬終調査局内所有法制事宜併蹄各該菅撫合議聴参事科灘理jとあり（I防、これ

が実質上の誠査局の終鴬と思われる。その後これに応じて撤収したことを告げる史料がい

くつかの省について残されている。

おそらくはこの撤収に伴い、関係資本｜たる調査報告書はひとまず北京へ集められたもの

と思われる。また撤収後に完成した報告書が北京へ送られることもあったのかもしれない。

このあたりの詳細は不明だが、『各省匡民商事習慣調査報告文件清冊』（『司法公報J第 37

次臨時増干lJ・通巻第232期）に収録される膨大な「前清時代」の民商事習f爵局査報告には

憲政調査局関連のものも多く免られ、これらが民泊時代の司法部によってともかくも保存

されていたことが知られるのみである。現在この大部分の史料の行方は残念ながら杏とし

て知れなし、。

さて以下、各省調査局の設立時期、設立人員、関連史料等についてまとめた「［図表 1)

清末における各省調査局一覧」、関連する上奏等の一次史料をまとめた「［図表2］各省調

査局関連史料一覧jを掲げるので参照されたい。（［図表2）の末尾に凡例を付しであるが、
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［図表 1 ］につき官紳口『最近宮紳履歴葉録第一集~ （北京敷文社・ 1920）、上図＝上海

図書館、中科院図＝中国科学院図書館とする）

【図表1］清末における調安局一覧

( 1 ）直隷調査局

開 局：光緒33年 12月～宣統3年4月末日

人 員：総繰・注土元（直隷補用道）［官紳p54]

関連上奏：官報359＝憲編16“3、憲編16-24、憲編16・6、宮報1295

関連史料：『第三部民事習十馬局査委・直隷調査局民事習慣目録』（上図：長459457)

(2）山西調査局

開 局：光緒34年4月16日～宣統3年（つ）

人 員：総務・王為幹（山西候補道）［官紳pl7]

法制科科長・越僚威（分省同知・日本法政大学学生）［官紳p208?]

法制科股官・劉蕃（日本法政大学専科生）〔宮紳p221?]

周之緩（山西候補直隷州知1H)［官；Mip78?J 

襲慶雲（和順県知県・進土館法政皐業生）〔官紳p257?]

統計科科長・呉人達（煉選知県・日本明治大学法科生）［宮紳p36]

統計科股宮・挑樹（日本法政大学畢業生）

呉人彦（折州向衝・江蘇南警高等学堂暴業生）

話番j穎（山東候補知県）

設置場所：巡撫暑中西院

関連上奏：官報220、憲編 16-20、官報1318

(3）熱河調査局

開 局光緒34年4月 1s 
人 員．総鱗・謝希鐙（熱河道）

後に徐士佳（熱河道）

関連上奏：官報208＝会政165-947、会政156-1090、憲編16-30、官報884＝憲編16-11

官報1337

(4）奉天調査局

開 局：光緒34年8月21日

人 員：総務・張瑞蔭（開鉄山西道監察御史）

後に交代
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関連上奏：宮報333＝軍梢 166175＝宮中当26-207、軍梢175900、軍柏 182925

関連史料：『奉天誠査局公臆檎要』（京都大学人文科学研究所図書館蔵）

「奉天調査局梢案（JB20)J （中国遼寧省桔案宣言蔵） (16) 

(5）吉林調査局

開 局：光緒33年 10月～宣統3年5月末日

人 員：総擬・馬溶年（学部郎中）

後に何寿朗（盟運使街f長選道）
関連上奏：宮梢26・161、官報339＝軍梢166253、憲編16-19、軍手当 176837

内閣59

関連史料．『吉林調査局文報初編3巻』（国立国会図書館蔵： 312.2253-Ki3342k)

(6）累龍江調査局

開 局：〔光緒3丑年6月7日より前〕～宣統3年4月末日

人 員：総器産・張国主主（内閣中審）［宮紳p137]

関連上奏：憲編16-8、官報558＝軍桔 177450、官報1002＝筆梢 189215、官報1227

官報1280

(7）江蘇調査局

開 局．光緒34年2月～宣統3年間6月末日（？）

人 員：総器産．王仁東（江蘇候補道）

江衡（分省補用道）［官紳p25？］王仁東と会問

朱之榛（准補准揚海道）財政統計関連につき王仁東と会同

設置場所．省城所設自治局倶lj

関連上奏：会政184-106之官報225,憲編16-22,官報354＝軍総 166675,憲編16-5、

憲編16-31、内閣43

(8）淑江調査局

開 局：光緒34年8月1日～宣統3年4月末日

人 員：総擬・章構（来漸侯選道）

ほか科長2人、委員6人

関連上奏：官報411ニ箪梢 167961、内閣23

関連史料：f斯江全省調査局章手到（上図： 456832)

『淑江全省調査総局法制科第一二三股調査類目』（中科院図）

『j折江憲政調査局民事習慣報告書』上巻（上図．長479830)
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『i折江法制報告単行法令行政規章』（上図： 480163)

(9）安徽調査局

開 局．光緒34年3月813 

人 員．総型車・顧賜書（分発試用道）

関連上奏－官報185＝会政182・1116、憲編16-4、憲編16・7、憲編 16-17

(10）福建読査局

開 局：〔宣統元年5月26日より前〕～宣統3年5月末日

人 員：総型車・尚其彦（藩司）、挑文｛卓（学司）、廉学良（臭苛）

鄭錫光（翰林院編修）、播柄年（前回J11嬰州府知府）も会同

関連上奏官報616＝軍梢 178806、官報1359

(11)江西調査局

開 局光緒34年3月27日

人 員総緋・張検（在任候補道部署南昌府事正任鏡州府知府）

後にI工峯青（試用道）

関連上奏：官報240、箪柏 177033、軍格 181442

関連史料．『江西調査局公臆輯要』（京都大学人文科学研究所図書書館蔵）

(12）山東認査局

開 局：九緒34年3月 113 

人 員総緋・周学淵（広東候補道）

関連上奏：官報87、官報177＝会政162-869、会政164-933、憲編16-9、窓編 16-18

隠連史料：『山東調査局公臆録要初編』（東京大学東洋文化研究所図書館蔵、上図：

541127-28) 

(13）河南調査局

開 局：宣統元年3月27日～宣統3年4月末日

人 員．総統・蒋淋熊（特用道）［宮紳p228]

関連上奏：官報573＝軍梢 177864＝会政405-3707＝憲編 16-lQ憲編16会官報1300

(14）湖北調査局

開 局：〔光緒34年2月22日〕

人 員：総鱗・陳敬第（翰林院編修）［官紳pl57?]
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後に胡嗣緩（翰林院編修）〔官紳p88？］へ交代

法制科科長・金保康（内閣中書）

設霊場所：省城裁紋糧道街門

関連上奏：官報 146、軍柏 165642、憲編16”15、軍梢 182496、軍中当 188471

関連史料．『淑北調査局公憤初輯』（上図：長454081)

『湖北調査局法制科第一次調査各自』（上園長459423)

I .第一・二部民情風俗地方紳士競事習慣（上図： 480227)

E・第三部民事習慣 （上図： 480228、長483785)

III .第三股 （上l2Q: 480229、長483651)

(15）湖南謂資局

開 局：光緒34年7月8日

人 員：総緋・張啓後（留学日本法政大学暴業・翰林院編修）

関連上奏：宮報600＝箪椅 178416

(16）広東調査局

開 局－光緒34年6月25日～宣統3年5月末日

人 員．督機・古月湘林（広東布政使）、沈曾桐（広東提学使）、蒋式芥（広東按察使）

了乃揚（広東盟運使）［官紳p2？］、玉乗必（広東巡警道）、

陳望曾（広東勧業道）

総緋.i工零（盟運使街広東補用道）

法制科科長・呉蔭培（前先補用道前瀬州府知府）［官紳p35?]

統計科科長・李夜［鹿＋菩］（遼同街広東赤渓同知）［官紳p44?]

ほか総勢34名

関連上奏：官報316＝軍梢 165768＝会政263・1771、憲編16-14、憲編16”29

官報 1356

関連史料： I広東調査局那事詳細章程清冊・器産事員可街名表」（憲政編査館椅案所収）

『広東省民情風俗第一次報告書』（上悶長082745)

(17）広西調査局

開 局光緒33年 11月 11日

人 員：顔槽（翰林院編修・留学日本畢業）［官紳p244つ］

関連上奏・軍桔 166599、官報548＝軍桔 177127
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(18）四Jll調査局

開 局：光緒34年8月

人 員：総緋・陳漠第（法政畢業学生同知街調川補用知県）［宮紳pl52]

法制科科長・鏡鳳環（法政畢業学生調JII補周知府）

統計科科長・彰承念（法政暴業学生調川補沼知県）

関連上奏：官報447＝軍本当 169278、憲編16-13

関連史料：『四JII調査局法制科第一股調査問題冊』（上図・ 506922)

『調査川省民事習慣』（社会科学院経済研究所図書館蔵・史790/7186)

『調査川省商事習慣報告書』（向上：史739/6204)

(19）貴州調査局

開 局：光緒34年2月9日

人 員・総裁非・賀国昌（留学日本法政卒業・補周知府）〔官紳pl71?] 

設置場所巡撫署西隣旧賛金局跡地

関連上奏官報172ニ宮柏25-366ニ会政139-795、内閣52

(20）雲南調査局

開 局光緒34年3月 1日

人 員総線・葉爾慢（雲南提学使）

関連上奏：宮報197

(21）挟笥諮査局

開 局：光緒34年3月24日

人 員：総塀・張藻

関連上奏宮梢24-674.宮梢24-686-官報207、憲編16ーは憲編16-25,憲編16-26、

宮報1057

(22）甘粛調査局

開 局：光緒34年6月13日

人 員：総緋・豊伸泰（布政使）

後に練燦（布政｛吏）

関連上奏：憲編16-16、官報401＝主主柏 167761

(23）新程調査局

開 局：光緒34年2月9s 

67 



人 員総裁時・玉樹栴（新彊布政使）［官紳pll?]

後に社形（新援布政使）

関連上奏：憲編16・21、憲編16-23、官報726＝軍格 181297、憲編 16・27、官報1139
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【図表2】各省調査局関連史料一覧

日時 ｛牛名 出奥

光緒33・07・15恩毒奏為委員設定憲政調査局片 宮桔24-674

光緒33・07・15患毒奏為纂援憲政調査局経費片 宮結24-686

光絡33・09・16憲政編査館大臣突勘等請筒令各省設立調査局 官報3,4
並線事章稜摺 ｜書軍備p51

光緒33・09開16令各省設立調査局各部院設立統計慮諭 警備p52

光緒33・12・15
署山東巡撫呉廷斌奏東省設立調査局調丁憂道

官報87
員毘翠j淵差委片

光緒34・02・22湖慶線、督越碕巽奏設立調査局片 官報146
官報172

光絡34・03・19貴州巡撫鹿鴻書奏設立誠査局刊刻関防片 宮絡25-366

会政139-795

光緒34・03・23署山東巡撫呉廷斌奏設立調査局片
官報177
会政162869 

光緒M・04・01 安徽巡撫清照
奏j尿道員顧賜審問鋸憲政誠査局 官報185

摺 会政1821116 

光緒34・04開10山東巡撫抄奇設立調査局摺奉殊批由 会政164933 

光緒M・04・14 雲貴線、督錫良奏遵設雲南憲政調査局摺 官報197

光緒34・04・21 江蘇巡撫抄杏設立調査局由 会政184-1062

光緒34・04・24陳西巡撫恩書奏設立憲政調査局片 官報207

光緒M・04・25熱河都統廷奈奏設調査局摘
官報208
会政165-947

光緒34・05・04熱j可都統沓送遵設調査局奉殊批白 会政1561090 

光緒34・05・07山西巡撫費菜奏設調査局摺 官報220

光緒34・05・12雨江鰐、督端方奏設立調査局片 官報225

光緒34・05・13
陳商巡撫附奏設立調査局聾経費開鈴等項片己 憲編16-12
抄稿在案録礁批由

光緒34・05・16
山西巡撫為具奏晋省遵設説査局開擬情形派委 憲編16-20
各員一摺恭録殊批患

光緒34・05・26｜護理江西巡撫沈聡慶奏設立調査局片 官報240

光緒34・05・30
江蘇巡撫為護請加札添派道員朱之榛充誠査局 憲編16-22
総鱗由

光緒34・06・07熱海調査局為申報奉到派充諮議員委札日期由 憲編16-30

光緒34・06・10山東全省調査局申為申報事 憲編16-9

光緒34・07・18黒謹江省調査局線、灘申為申報奉劉日期由 憲編168 

光緒34・07・26
甘粛布政使為申報充新彊調査局総線奉街日期 憲編16-21
出

光緒34・08・10
陳愛龍奏報翰林按編修調来顎1委充誠査局線、難 軍総165642
之陳敬第辞差並擬誇胡嗣援援充（摺片）

光緒34・08・11
甘粛新翠巡撫杏呈派李鍾奇充新彊調査局庶務 憲編16-23
委員自
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官報316

光緒34・08・14雨庚線、督張人駿奏設立調査局開貌情形片 軍樹165768

会政263-1771

光緒34・08・19徐世昌等奏設立翻査員養成所由片 宮梢26-161

東三省絶、督徐世昌奏設立調査局編纂法制統計
官報333

光緒34・09・02
事宜摺

軍梢166175

宮樹26-207

光緒34・09・04東ニ省総督徐世昌奏
遵設誠査局委郎中馬溶年 宮報339

為緒、鱗片 軍槌166253

光緒34・09・18張鳴岐奏報鹿西省審設憲政調査局事（摺片） 軍総166599
雨廃絶、督答呈広東調査局員街名表並章程共ニ

光緒34・09・19 
本由 憲編16-14
附件：広東調査局線事詳細業程清珊

同行牛：広東調査局難事員司衝名表

光緒34・09・22濁江線、督端方奏設立調査局片
官報354
軍樹166675

光緒34・09・22甘粛誠査局申報奉街日期由 憲編16-16

光緒34・09・22険西調査局為申報奉札日期由 憲編16-25

光緒34・09
陳西巡撫文一件為申報党調査局総務泰礼日期 憲編16-26
由

光緒34・09・23
湖底線賛否為湖北調査局諮議員呈報奉キLB期 憲編16-15
由

光緒34”09聞28
直隷線督楊土騒奏設立調査局及常年経費詰作 官報359

互開鈎片 憲編16-3

光緒34贋10・03直隷絡、管附奏設立調査局灘法片由 憲編16-24

光緒34・10・05吉林調査局申報奉札日期由 憲編16-19

光緒34・10・14奉天調査局申為申報奉キLB期由 憲編16-6

光緒34・11・09狭甘総督升允奏為遵設調査局審鍛情形摺
官報401
軍槌167761

光緒34・11・19新j工巡撫士宮報奏遵設調査局摺
官報411
軍梢167961

光緒34・12”26
沼jI i線、督越爾巽奏設立調査局委補用令練j美第 官報447
等充線、耕各員片 軍結169278

宣統01・02・27
四川絶、督具奏川省設立調査局片稿杏霊在案恭 憲編16-13
録藍批由

官統01・02・30徐世昌奏報奉天審線設立調査局事宜（摺片） 軍樹175900

宣統01・03・02
実勘等奏為議覆徐世昌奏調何番朋充吉林諦査 軍桔176837
局差使由（摺片）

宣統01・03・10
；罵汝駿奏為候補道黄仁済堪以派充江西調査局 軍槌177033
事務由（摺片）

宣統01・03聞15震西巡撫張
鳴岐奏遵設調査局編纂法制統計事 官報548

宜摺 軍相177127

宣統01・03・26東一
省総督徐世昌奏誠査局設科線事情形片 官報558

軍桔177450
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河南巡撫兼管河工事務呉重憲奏報務省遵章設 官報573

宣統01・04・14立調査局遜員切実経理情形 重会盤政177864 
405-3707 

憲編16-10

宣統01・05・11 湖南巡撫等春葉奏報湘省調査局車庫理情形摺 官報600
軍樹178416

宣統01・05・26閤j折総督松霧奏為設立詔査局並委員鱗理片 宮報616
軍梢178806

宣統01・07・26雨慶綿、督沓呈事 憲編16-29

宣統01・09・18
甘粛新彊巡撫聯魁奏建設調査局貌理情形摺 官報726

軍楢181297

宣統01・09・24；罵汝駿奏報以江峯青派充江酋調査局総瀞（摺 軍桔181442
片）

宣統
呉士鑑奏請筋令各省法政事堂監賛及調査局総

軍梢182399
難以京警翰林人員選充事（摺片）

宣統01・10・30陳菱龍奏報翰林院編修湖北調査局諮議官胡嗣 軍槌182496
援団京供職事（摺片）

省統01・09・16裳稿 憲編16-1

宣統01・11. 16 錫良等奏請将掌山西道監察御史調充奉天調査 軍梢182925
局線、鱗張瑞蔭請J綾田京供職（摺片）

宣統01”12・08黒龍江巡撫周樹模奏呼倫貝爾設立調査局片 宮報805
軍楢183581

変動等奏請法政撃堂監管及調査局線、錦之人選

宣統 擬以曾習法政深明治健之各該省之人士充佳為 軍桔184187

宜（摺片）

宣統02・02・30熱河都督誠動奉委熱j可道徐土佳総瀞調査局事 官報884
宜片 憲編16-11

宣統02・06・02瑞激奏議終中書金保康filt往湖北侃充調査局法 軍槌188471
制科科並免相資俸出

宣統02”07’05黒龍江巡撫周樹模奏添機調査局経費等片
宮報1002
軍桔189215

宣統02・08・29陳高巡撫窓書奏裁併憲政調査局等片 官報1057

宣統02・10・25新彊巡撫以新省署布政使杜形兼充調査局総掘 憲線16-27
請重量照由

宣統02・11・24
開鉄新彊巡撫聯魁奏建修憲政調査局各項工程

官報1139
用款摺｛弁翠

宣統03・02・28
集穣江巡撫凋樹模奏委留江補用道麗弼充調査

官報1227
局総鱗片

宣統03聞03・15憲政編査館奏変通各省調査雛法摺 官報1241

会政1027-9610

賓統03・04・24黒譲江巡撫朋樹模奏調査局弱併合議藤灘理片 官報1280

宣統03・04・24
黒龍江巡撫周樹模奏筋参事科将調査局藤鍛各

省報1280
事接収片
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宣統03・05・09直線総督陳愛龍奏設立統計庭片 官報1295

賞統03・05・15河南巡撫賛美奏遵設統計鹿情形片 官報1300

宣統03・06・03
関紙山西巡撫丁賓鐙奏裁撤諦査局改設統計庭 官報1318
片

官統03・06・22熱河都統薄顕奏設統計庭片 官報1337

宣統03・閣か1: 
雨庚線、督張鳴岐奏遊設統計慮核定経費並裁撤 官報1356
誠査局片

宮統03・閏6・H題新線督松霧奏裁併調査局専設統計慮片 宮報1359

官統03・閏6・2!東一省線、督越爾巽奏設立統計慮片 内関23

室統03’間6・2!漸江巡撫矯組奏裁撤調査局饗通揚法片 内閣23

宮統03・08・11 雨江線、督張人駿奏裁撤誠査局設統計慮等片 内閣43

！霞統03・08・19貴州巡撫j究論慶奏裁撤調査局設統計庭片 内閣52

宣統03・印刷19
束三省線、督越務巽吉林巡撫陳紹常奏設統計慮 内閣59
裁撤調査局片

不明分

04・30 j可南巡撫電 憲編16-2

06・23 j可南巡撫電

07・19
安徽巡撫文一件擬派知府王詠露前赴貧舘調査 憲編16-4
憲政由

03・25 南亙；馬量照霊交報局電
憲編16-5

12・17 奏 憲政館 憲編16-7

（日｛寸なし） 室盤盟査局総繰顧賜書申一件串報奉札日期由 憲 16-17

（臼付なし） 山東巡撫文一｛牛 意緑16-18

江習調査局呈文 憲編16-31

凡例

官報＝政治官報（官報一号数）

内閣＝内閣官報（内閣一号数）

纂備＝故宮博物院明清梢案部編『清末警備立憲担案史料』（中華書局・1979)

（害警備一覧数）

会政＝中圏第一度史桔案館所蔵会議政務処結案

（会政一請求番号）

憲編＝中国第一歴史結案館所蔵憲政編査館桔案

* 16f江蘇巡撫等為透設調査局及調査局主主程局員街名等有関文件」
に含まれる史料。 16のあとの番号は整還のため著者が便宜的に付

したものである。（憲編16一便宜的番号）

軍結＝台湾故宮博物院所蔵軍機処梢案（軍指一請求番号）

宮桔’＝国立故宮博物院編輯『宮中楢光緒戟奏矯』

（園立故宮博物院・1973-75)（宮梢巻号ー貰数）
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E：版本の利用に向けての試み・土地に関する噴習を素材として

？青末の調査局による調査報告は、『民商事習慣調査報告録』の内容に比しで
もさらに簡素

である。時には調査問題のみが、時にはあまりにも端的に「習慣」が述べら
れるため、そ

｜もをそのまま利用して当時の中国の「習慣jはこうであったと述べるわけに
もいかない。

その意味では、非常に使い辛い史料であるとする事ができょう。以下では
そのような史料

伏況の中、唯一といってもいいほど重層的なテキストの残存を示している
直隷（現在の河

北省地域にほぼ相当）での慣習調査に関する版本の利用に関する初歩的な検
討を試みたい。

直隷における調査局の慣習調査に関し残存するテキストは四つある。まず
『直隷調査局

法制科第一股調査書』である。東京大学東洋文化研究所（以下東大本）、京
都大学人文科学

研究所に所蔵があるが、京大本は第四冊を欠いている。これは主に調査問題
を列記したも

ので、中には難解と判断された用語に按語や注釈が付されている場合があ
る。次に「北洋

法政皐報J(17）誌上での連載である（以下学報連載）。これは同誌113号から
140号にかけ

て「調査局法政科調査書序jf民情風俗調査書」「民事習慣調査書JI商事習
慣調査書j f訴

訟事習↑覧周査書」として連裁されたものである。三つ自は『直線調査局調査民
事習慣図録』

であり、上海図書舘に所蔵される抄本である（以下上海図本）。ここまでは調査
問題を！｜演に

収録したものである。最後は『法制科民情風俗地方紳士民事商事訴訟習慣報告
調査書稿本』

であり、北京大学図書館善本室に所蔵される。調査問題に引き続き、直線武
進県における

調査結果をまとめたものである（以下北京大本）。

前三者の内、日付が確定しているのは「北洋法政皐報」の 113号から 140号、
即ち 1909

年9月（宣統元年8月中旬）から 1910年6月（宣統2年5月中旬）のみであ
る。相互の

版本の成立Ji頃序はいかにして確定できるか。この成立事情を窺える資料が呉
興譲（18）「各省

調査局章程蒋疑J（北洋法政学報55・1908（光緒34年））及び同「調査局法制科
調査書序」

（同 113・1909（宣統元年））である。

同序からはこの直隷の調査局法制科調査蓄が呉興譲の手になる（訴訟事習
慣については

呉侶伊による）ものであることがわかる。またこれを局より刊行したとこ
ろ、自治・法律

を学ぶ者が殺到し部数が足りないため、法政学報に連殺するとの言明があ
る。それを裏付

けるように、東大本と学報連載は校合するとほぼ同文（数筒所の誤植程度）に
なっており、

東大本が学報連載として掲載されたものと確定できる。

ただ系統不明なのは上海図本である。これは東大本と殆んど同文でありなが
らも異同を

各所に見ることが出来る。呉興譲序によれば「一三関丹市脱稿、又蒙総灘
j王向叔観察、細

力日察核、去其輿我閤習慣不甚関係者若干僚、去其専属江蘇習慣者若干i泉、又閲丹市商言丁始

定一j とある。上海図本では「呉下Jとした表現が「南省j といった表現に書き換
えられ

ている箇所もあり（後述）、江蘇に関する質問が由せられている箇所（19）もあ
ることから、序

にいう「去其専属江蘇習慣者若干｛i%iJを行う前の段階の草案かとも思われる。
直隷調査局
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は各省調査局の中では最も王手く成立したものであり、調査問題もおそらく早期に策定され

たものと思われる。従って成立順序は逆で、直隷てやの問題を江蘇において参照するために

筆写し推蔽を加えたものとすることもできるが、確証はない。ただ、呉輿譲自身が江蘇の

伊jを参照し削除したことを述べていること、また後にも見るように各所において江蘇に関

するものを削除したと見られる箇所があることから、現段階では直隷における問題の草案

である可能性が相対的に高いものと恩われる。

｜日来問題文のみで回答が無かったがために利用しづらい状況であったが、問題文のみで

あっても異なる版本との校合が可能となったことにより興味深い結果が得られる。例えば

f民事習慣調査書J民事行震の按語では、上海図本が「我圏於未成交之時刻名震草契草合

同、部正契正合同則在成交之持、凡土地房屋之寅買、草契矯債権性質、市正契買IJ嵐於物穣

壁童去j としている内の下線部が学報連載では「而正契則巳夜成交之待作矯寅定之滋援、

似近於物権性質失Jとなっている。

また同動産費寅十六円寸款交貨清詑之時是喜子無用契券抑f乃須言丁立契券j との問題に付さ

れた註は、上海本が「我閣不動産費買至付款交物之時而成正契、員lj此契作為所有権之窓援、

而非資実溶接炎、輿日本以成交為契約解除者性質相呉、日本之契約正我閤之草契性質也」

とする一方、学報連載は「我圏不動産責寅至付款交物之日寺市成正契、員日比契作為事実巳成

之翠童、奥田本以成交為契約解除渚性質相呉、日本之契約正我園之草契性質也、壬塾重量

成交官寺立正契、動産成交之時亦或有雨宮乞之j密接也Jとしている。

もし上海図本が先行する草稿だと推定すれば、そこから内容の変更を伴う書き換えが行

われていることになる。変更が行われた部分は物権の性質、契約文書の性質にかかわる部

分だけにその推定が正しければ、 j青末の慣習調査に携わった人員の判断の変更をそこに窺

うことができる史料となる。

さて、上海図本と東大本・学報連載にはそれぞれ「地面権」と題する部分が設けられて

おり、それぞれその説明がF付されている。上海図本は、

按呉下郷関俗例有田底回国之名、回底者為業主所有指土地之底而言、回弱者為耕戸所有指其地感競茶

人耕稜部収其面上之出産也、此主主理国郷幾多食カ之人、－J主業主不奥耕種、則一時無財佐寛池耕種、 !lPf.吏

寛得、幾費待日一過春耕而一年坐食突、故郷問視田底甚為鄭重、其田底大半簿諸子孫視j司所有機、官文

書上皇往来見明文、然事賓上則皆黙認l之失、甲午以後関租界閥馬路、官給之僚由業主領七成、耕戸領三成、

比問底回面分関之明証也、以官文字言之総為租戸、賓則奥房震之租戸大有区別、房屋之租戸則｛主若干時

納者子程、問地則以一歳ー熟為常、呉下佃戸不｛旦由祖宗惇子子孫、井有出銭購買図面者、井可以主主怒耕

之地開祖奥他人耕種者、則習慣上幾奥共有権相類似突、按諸日本民法之永ノj、｛特産、制且人土地耕種牧畜

之穫、至長以五十年為一期、男言T又不得i&i五十年、而呉下耕戸習慣上多無年限、故業主出資比問、員勝井

戸槌地而納租於新業主、習慣上向不定期F節也種平且賃必議平且｛買耕回向有定額、故無須訂立明文、雄不能祝

為共有、寅輿他租賃有別、至租地造屋、有言了立期限者、若不訂期限則争議允多、使必按照普通程賃、員lj
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租者大為不穏、~隷想亦有此習慣、故附於所有共有之後地面ニ字、亦可奥磯纏不混、似可借。

との解説をおき、これに対し東大本は、

按日本民法有謂永ノi、作濯者、主主租人土地務種牧音之様、室長以五十年属類、類滅男訂、又不得過五十

年、我図租地特有箆別、大致可分需品、二、一矯訂明期限者、輿翫車租賃無異、一局不訂期限者、輿普通手且

貨不問、故不言7期限者、俗有国底田商之説、田底指業主所有而言、国面指f回戸耕種之出産而言、針じ其浬

因郷農多食力之人、団地以一歳ー熟矯常、設業主可随時不奥耕種、則一日寺無従覚地、 llPイ吏完口得幾費時

日一過春耕而一年坐食突、故郷関習慣往往有以図面停諸子孫者且有事専租於他人者、業主出費英国、貝財団

戸随而紡租於新業主者居多、官文書上雄無明文、而習慣則黙認之突、此奥定期租賃之性質泡異者也、至

租地造屋以土地所有擢輿房屋所有権分属二人、而雨物又震不可分離之物、 t七又奥平呈賃物件之性質泡異者

也、二者性質既輿普通租賃泡異、則各慮効革法諒有区別、故i柑於所有共有之後間及之。

としている。再三述べたように、上海図本と東大本の系譜関係は明確では無いが、上記

上海図本の「直言影医、亦有此習慣j との表現において「想j を予想・推量の意にとれば（即

ち「lit殺でもこの習慣があるであろうから」の意。おそらく自然な解釈としてはそうなる

であろうが）、 f呉下Jの慣習についての解説をもとにこれを底隷においても調査する、と

の方針がとられているものと推定することができる。

さて、以上の解説に対し北京大本は以下のような説明を以て応答している。

按北方風俗、財産最重、業主因宅為業主所有権、無所謂地面棒、間続且戸承種出種、不得為世代相簿

之命産、大i青律所載 f租戸承者重、業主地畝、京日照議出程、業主不得男｛！日、如業主自種、手且戸不得1事詞

把持j等言吾、｛列有明文、明許土産為業主所有権、手旦戸不過因納租而得此地之出産、白土イ乃為業主所有

権、習慣上略有庖郎、分別二類如左、

甲 一日業主之現地皮、現地皮云者、 jjlj平償責租息之帯締地之名詞也、此類地、業主或自種、或招農

耕種、均分禾稼、或随市i張落語皇現租、或随市｛賀滋落議引、皆由業主自使現租、或以一年為期限、或為

半年為期限、引有押租、井暦年帯交歳租、輿典地相類、或有定限回媛、或無定限悶媛、自ヨ！押之後、

地戸可以級事専引押於｛也戸、除隙地外、不准地戸造屋葬壊、此現地皮之習慣也

乙 一日業主之帯級地、帯細地云者、別平随意自種招租現地皮之名詞也、此類地有収租輿分校之別、

皆業主核言十租怠須賀者輿按地議｛賀、或典或質之現地皮祐、具、租有定額、奥現地皮之現租押租有）jlj、分

半良亦然、無数不准撒地、若業主出賓、有雨種器産法、一則｛乃按租息或F：良息、寅奥新業主、地戸随而納租、

或分校於新業主、一則按市償資地、業主得十分｛貫之七八、地戸得十分償之二三、此類士也、地戸可以i釜

屋葬墳、此帯品目地之習慣也、以上二類習慣医jjlj如此、有不得津而為一者、困地面穫之按語、謹有訂明

期限奥不訂期限為痘jjlj云云、興物纏及習慣有不相符合慮、故先分類機明。
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回答では曽頭から「無所謂地面擢」とされ、この地域での現地皮、帯紙地に
ついての説

明が行われている。この説明の後に問題包0）が続けられているがそれも専ら
現地皮、帯綿地

をめぐる回答となっている。

上海図本の想定する所は「呉下jにおける「回面回底」についての問答であ
り、これが

怒らくは直隷にも同様の慣習があるであろうから、とし寸前提をへて設問と
して導入され

たものの、その前文では「回面回底Jそのものを調べるというよりも、それに類似した関

係への調査に移動しており、それに対する回答は「現地皮j「帯岸田地jと呼ば
れる現地の慣

習で5あった。ある地域の慣習が日本民法（この場合では永小作権が引き合い
に出されてい

る）とのすり合わせによって弱査問題となり、調査者がそれに「類似J乃至「近接」す
る

と考える慣習を新たに持ち込んでくる過程がそこにあるが、これらの間の差異
を弁別する、

ないしは統合する概念を導く、などの作業はある程度まで民国期に行われた
のかもしれな

いけれども、当座調査報告書でたどれるのは此処までである。新たな史料の
追加により清

末民間での経験が比較可能なものとなる可能性を期待したい。
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報jにつき「1906年9月（光緒三十二年八月）創刊、在天津出版。旬刊。為蓑世凱任直隷総督時
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(18）呉輿譲については『最近官紳履歴象録第一集』（北京敷文社・ 1920)32頁に「字竹林、江蘇呉
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事堂主計局余事、統計局余事Jとある。
(19) f民事習慣調査書」部分の「分家産jにおいて「江蘇有均分若干｛分持家産之高下優劣配合篤成一
闘十占於宗市司以免争執者直隷有比風否j との部分が削除されている。

(20）問題は以下の通りである。なお［］は上海図本にあり学報連載にない部分、［ ］は上海図本にな
く学報連載にある部分、下線部は上海図本において（）内の文字であるものを示す。

第一類租地耕運

一程地耕種若不言T立年限業主能答不租抑必須耕戸自願不平重之H寺始可別招耕戸［呉下分｛回戸輿租地
矯雨種｛回戸不立年~R非ロ欠手且不法等事不男招也租地買ljJ;.(期限震断］
二程地耕種f!!J五内之租有無定額抑須業主興耕戸議定
（註）［所以分佃戸奥租地主言問径者四］田租有一定之額砥有荒数減免 [f市］永不能力E地租則須［白
雨方｝議定故地租以承撹契券矯滋而回穏!lfJ！怠納之租註明於密契［｛谷橋額』部］［如是員ljl田租封蹴且毅然
二事［他省有此区自lj直隷如何望詳答之｝

三 不言丁立年限市平旦息、有定額之土地業主若出資此土地是否｛乃向原程戸耕種而納稜於新業主抑必興
新業主男立契券

四 訂立年限之土地租居、由業主輿耕戸議訂者若於年限未満之時業主欲t己資其土地能否以耕戸縛薦
於新業主若新業主将自耕或男有耕人則未満年限之耕戸能否向出費之業主要求貼補
五耕戸不自種能否申軒立於It!!人耕種其縛租庭、否先由業主允許其徽納之租息、是否忠縛租者直接交付
抑須白原耕戸ill事交英樹於原耕戸店襲否分以手IJ息
（註）慶主主（呉下）之回有事例且締法業主不問仰向原耕戸収耕縛租人所納分震雨種一則納於原耕戸者
謂之小租－~IJ納於業主者認之大租北小租之利息、!IP所謂図面之幸lj怠也惟其中原耕戸在租般列名故得
有田底可以不自主井白期且糊宣之人貝I］不能漏第二層開且却以悶面非其所有也

六租地耕種戸斤種物品有無販制（如不J慰霊務片及傷害土性之品［之類｝
七 関於土地之高下及形状有無不准襲警動之限制若有襲警動於年漏後f!!J否以原有形状交還
八 矯改良土地之言十須改重量其土性地形者f!!J否由業主承允抑可自主（由）
九若遇荒欽之歳租怠有無減免之例［其減奥免］可否由耕戸詩減請免

十若遇天災地袋損失禁土地減減小其丈尺是否耕戸不携責任

十－ 11 （一切）租地之契券及収租催租之怒援契券Jlfr籍式若何（各照蓋ー｛分）

（九1'1快学法学研究院准教授）
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